
 

 

静岡市規則第28号 

静岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の一部を改正する規則をこ

こに制定する。 

  平成29年３月31日 

 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

 

静岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

静岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則（平成28年静岡市規則第56

号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「様式第２号」を「様式第６号」に改め、同条第１号中「様式第３号」を「様式第

７号」に改め、同条を第８条とする。 

第５条中「第１条第１項、第５条及び第７条第１項」を「第23条第１項、省令第27条及び省

令第30条第１項並びに第２条第１項及び第５条第１項」に改め、同条を第７条とし、第４条を

第６条とし、同条の前に次の１条を加える。 

 （建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付） 

第５条 省令第29条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費

性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書（様式第４号）に、当該変更の内容を記載した

書類及び省令第23条第１項の表（い）項に規定する各種計算書を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請に係る変更が省令第26条の軽微な変更に該当すると認める

ときは、建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書（様式第５号）を交付する

ものとする。 

第３条中「第１条第３項及び第７条第３項」を「第23条第３項及び省令第30条第３項」に、

「適合証等に記載された事項が、省令第１条第１項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項

の全てを満たすこととなるときの当該図書」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

めるとおり」に改め、同条に次の各号を加え、同条を第４条とする。 

（１）省令第23条第３項に規定するもの 適合証等に記載された事項が、省令第23条第１項の

表の各項に掲げる図書に明示すべき事項の全てを満たすこととなるときの当該図書 

（２）省令第30条第３項に規定するもの 適合証等に記載された事項が、省令第１条第１項の

表の各項に掲げる図書に明示すべき事項の全てを満たすこととなるときの当該図書 



 

 

第２条中「第１条第１項」を「第23条第１項」に、「第７条第１項」を「省令第30条第１項」

に改め、同条第１号ア中「第４条」を「第６条」に改め、同条第２号中「エネルギー使用の合

理化に関する法律（昭和54年法律第49号）第76条第１項に規定する登録建築物調査機関」を「法

第15条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に改め、同条第３号中「様

式第１号」を「様式第３号」に改め、同条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

 （建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付） 

第２条 省令第11条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費

性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書（様式第１号）に、当該変更の内容を記載した

書類及び省令第１条第１項の表（い）項に規定する各種計算書を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請に係る変更が省令第３条（同省令第７条第２項において読

み替えて準用する場合を含む。）の軽微な変更に該当すると認めるときは、建築物エネルギー

消費性能確保計画軽微変更該当証明書（様式第２号）を交付するものとする。 

様式第３号中「第６条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を様式第７号とする。 

様式第２号中「第６条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を様式第６号とし、同様式の

前に次の２様式を加える。



 

 

様式第４号（第５条関係） 

建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書  
年 月 日  

  （宛先）静岡市長 
法人にあっては、その     

住所                 

主たる事務所の所在地     

申請者 

法人にあっては、その     

氏名              ○印  

名称及び代表者の氏名     

 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成28年国土交通省令第５号）

第29条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が同省令第26条の軽微な変更

に該当していることを証する書面の交付を受けたいので、次のとおり申請します。  
 １ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定番号 
    第    号  
 ２ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定年月日 
      年  月  日  
 ３ 認定に係る建築物の位置  
 ４ 軽微な変更の概要  
 ５ 添付書類 

（１）変更の内容を記載した書類 

（２）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第23条第１項の表（い）項

に規定する各種計算書 



 

 

様式第５号（第５条関係） 

第   号  
年 月 日   

          様  
静岡市長 氏 名 印   

建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書 
 

    年  月  日付けで申請のあった建築物エネルギー消費性能向上計画の変更は、建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第26条の軽微な変更に該当するもの

であることを次のとおり証明します。  
 １ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定番号 
    第    号  
 ２ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定年月日 
      年  月  日  
 ３ 認定に係る建築物の位置  
 ４ 証明する軽微な変更の概要 



 

 

様式第１号中「第２条関係」を「第３条関係」に改め、同様式を第３号とし、附則の次に

次の２様式を加える。



 

 

様式第１号（第２条関係） 

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書  
年 月 日  

  （宛先）静岡市長 
法人にあっては、その     

住所                 

主たる事務所の所在地     

申請者 

法人にあっては、その     

氏名              ○印  

名称及び代表者の氏名     

 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定により建築物エネ

ルギー消費性能確保計画の変更が同省令第３条（同省令第７条第２項において読み替えて準

用する場合を含む。）の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けたいので、

次のとおり申請します。  
 １ 建築物エネルギー消費性能適合性判定の通知書交付年月日 
      年  月  日  
 ２ 計画に係る建築物の位置  
 ３ 軽微な変更の概要  
 ４ 添付書類 

（１）変更の内容を記載した書類 

（２）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第１条第１項の表（い）項

に規定する各種計算書 



 

 

様式第２号（第２条関係） 

第   号  
年 月 日   

          様  
静岡市長 氏 名 印   

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書 
 

    年  月  日付けで申請のあった建築物エネルギー消費性能確保計画の変更は、建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第３条（同省令第７条第２項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の軽微な変更に該当するものであることを次のとおり証

明します。  
 １ 建築物エネルギー消費性能適合性判定の通知書交付年月日 
      年  月  日  
 ２ 計画に係る建築物の位置  
 ３ 証明する軽微な変更の概要 



 

 

附 則 

 この規則は、平成29年４月１日から施行する。 


